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１．平成25年度の回収件数は932件
平成25年度の自主回収件数は932件で、

前年度と同程度でした（図１）。

月別の件数を見ると、メニューの誤表示
や農薬検出による調理冷凍食品の自主回収
が報道された10月と12月は、他の月より多
い傾向にありました（図２）。

２．品目では菓子類が30％
品目別に見ると、多い順に、菓子類280

件（30％）、調理食品168件（18％）、加工
魚介類76件（８％）でした（図３）。
前年度と比べると、菓子類と調理食品の

順位は変わりませんでしたが、前年度３位
だった茶・コーヒー類は60件減り、７件
（１％）でした。

３．回収の理由は表示不適切が50％
自主回収の理由は、「表示不適切」が最も

多く469件（50％）、次いで「品質不良」が
118件（13％）でした。
前年度と比べると、「表示不適切」の順位

は変わりませんでしたが、前年度２位だっ
た「規格基準不適合」は48件減少し、３位
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図１　自主回収件数の推移
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図２　平成25年度 自主回収件数の推移
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ＦＡＭＩＣは、平成15年度から食品の自主回収の情報を収集・解析し、ホームページや
講習会等を通じて情報提供しています。
今回、平成25年度における食品の自主回収の状況を取りまとめましたので、ご紹介します。
なお、ご紹介する情報は、新聞社告、地方公共団体等の公表情報、あるいはインターネ

ット検索サイト等からＦＡＭＩＣが独自に収集したものであり、平成25年度に行われた食
品の自主回収の全ての事例を網羅しているものではないことをお断りします。

平成25年度における食品の自主回収状況について

http://www.famic.go.jp/syokuhin/jigyousya/nendobetu.pdf
http://www.famic.go.jp/syokuhin/jigyousya/hinmokubetu.pdf
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詳細なデータについては、ＦＡＭＩＣホームページに掲載しておりますので、そちらを
ご覧下さい。
ＵＲＬ　http://www.famic.go.jp/syokuhin/jigyousya/index.html
（トップページ＞「食品表示・JAS規格等」＞「食品の自主回収情報」）

となりました。また、商品管理ミス等の「そ
の他」が81件増え、159件（17％）になり
ました（図４）。

⑴　�「表示不適切」のうち期限表示の間違い

が51％

「表示不適切」の内容を詳細に見ると、
「期限表示間違い」は51％で最も多く、「ア
レルギー表示間違い」は28％でした。「期
限表示間違い」では、単純な印字ミスを挙
げる例が多く見られました（図５）。

なお、原材料の産地や品種を間違えた等
の「その他の表示不適切」は18％で、前年
度と比べると若干増えました。

⑵　「その他」のうち商品管理ミスが47％

「その他」の内容を詳細に見ると、賞味期
限を過ぎたものを販売した等の「商品管理
ミス」が47％と最も多く、次に、容器と中
身を入れ間違えた等の「製造管理ミス」が
42％でした。残りは、調理冷凍食品で農薬
が検出（後に農薬混入と判明）したことに
よるものでした。

４．告知方法は社告が約７割
告知の方法としては、自社で掲載する「社

告」と地方公共団体等のホームページで公
表される「行政情報」が大半でした。
社告は、食品偽装事件等が多発した平成

19年度に大幅に増加した後、平成21年度ま
で減少しましたが、それ以降年々増加し、
平成25年度は625件となりました。
一方、行政情報は、前年度と同程度で、

304件でした（図６）。

図４　平成25年度 自主回収の理由別割合

図５　「表示不適切」の内訳
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http://www.famic.go.jp/syokuhin/jigyousya/riyubetu.pdf
http://www.famic.go.jp/syokuhin/jigyousya/geninbetu.pdf
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１．研究の背景
乾燥わかめや塩蔵わかめは、私達がよく利

用するわかめ加工品です。乾燥わかめは、下
表のとおり４つに分類され、乾わかめはそれ
らの１つです。調理に便利な食材として人気
の高いカットわかめは、乾わかめに含まれま
す。JAS法に基づく品質表示基準により、乾
燥わかめや塩蔵わかめは、原料原産地名を表
示することが義務付けられています。
平成24年度のわかめ加工品の主な輸入先

国は中国と韓国です。２カ国からの輸入量は、
乾燥わかめ１万トン、湯通し塩蔵わかめ１万
６千トンに上ります１）。わかめの輸入量は国
内生産量の約２倍２）、輸入わかめは国産わか
めの1/2−1/4の低価格で販売されています。
このような状況から、わかめ加工品の原料

原産地の偽装が懸念され、表示が正しいかど
うかを確認するための判別技術の開発が求め
られてきました。これまで、塩蔵わかめのう
ち湯通し塩蔵わかめについては、原料原産地
の判別法が報告されていましたが３）、乾燥わ
かめについては報告されていませんでした。
今回、鳴門産乾わかめについて、窒素安定

同位体比分析を用いた原料原産地の判別法を
開発しましたのでご紹介します。

２．窒素安定同位体比分析とは？
生物は主に、炭素、水素、窒素、酸素の元

素から構成されています。これらの元素には、
それぞれ質量数が異なるものが安定して存在
しており、これを安定同位体と言います。窒
素の場合には、質量数14（14Ｎ）と15（15Ｎ）
の安定同位体が自然界に一定の割合で存在し
（それぞれ99.635％と０.365％）、この14Ｎと
15Ｎの比が窒素安定同位体比です。
生体内の窒素安定同位体比は、生物の生育

環境を反映して変化することが知られてお
り、産地判別技術の科学的手法として注目さ
れています。

３．窒素安定同位体比による乾わかめの原
料原産地判別の原理
わかめを含む藻類は、生育する海域の海水

の窒素安定同位体比を反映することが知られ
ています。鳴門産わかめは、閉鎖的海域であ
る瀬戸内海で生産されるため（図１）、陸由来
の窒素（大気や海水の窒素に比べて15Ｎの割
合が高い）の影響を受けます４）。このため、
鳴門産わかめは中国・韓国産わかめより高い
窒素安定同位体比を示すと考えられます。こ
のように、鳴門産わかめと中国・韓国産わか

　～窒素安定同位体比による
鳴門産乾わかめの原料原産地の判別法の開発～　

調 査 研 究 の 成 果 よ り 　　　

用語

＊乾燥わかめ品質表示基準（平成12年12月19日農林水産省告示第1662号）

定義

表　乾燥わかめ等の用語の定義＊

乾燥わかめ 次に掲げるものをいう。
1 わかめ（ワカメ属をいう。以下同じ。）を水（海水を含む。）で洗浄したもの又はこれを湯通ししたものを乾
燥したもの
2 湯通し塩蔵わかめ（塩蔵わかめ品質表示基準（平成12年12月19日農林水産省告示第1663号）第２条に規
定する湯通し塩蔵わかめをいう。以下同じ。）を十分に塩抜きしたものを乾燥したもの

乾わかめ 乾燥わかめのうち灰ぼしわかめ、もみわかめ及び板わかめを除いたものをいう。
灰ぼしわかめ 乾燥わかめのうち、わかめにシダ灰等を塗布したもの又はこれを水で洗浄して当該シダ灰等を除去したもの

を乾燥したものをいう。
もみわかめ 乾燥わかめのうち、わかめを繰り返してもみ、かつ、乾燥したものをいう。
板わかめ 乾燥わかめのうち、わかめを板、すだれ等の上で平面状に整形して乾燥したものをいう。

http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/kijun_37.pdf
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/kijun_Itiran.html
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めの生育環境の違いが、わかめに含まれる窒
素の安定同位体比に影響を与えることを利用
して判別しています。

４．試料の入手
鳴門産については、徳島県及び兵庫県の12

漁協組合及び組合員から、鳴門産わかめを原
料とする湯通し塩蔵わかめを購入して、乾わ
かめを作成（72試料）しました。中国産（23
試料）及び韓国産（22試料）については、輸
入業者及び製造業者等から乾わかめを購入し
ました。

５．鳴門産・中国・韓国産乾わかめの窒素
安定同位体比
乾わかめの窒素安定同位体比は、図２の手

順により、安定同位体比質量分析装置を利用
して測定しました。鳴門産と中国・韓国産乾
わかめの窒素安定同位体比を比較したとこ
ろ、鳴門産が高く、中国・韓国産が低いとい
う有意な差が認められました。図３に鳴門、
中国及び韓国産の窒素安定同位体比のヒスト
グラムを示しました。この結果を基に、「鳴門

産」と「鳴門産以外」の乾わかめの判別基準
（図中の緑線）を設定しました。

６．鳴門産と中国・韓国産乾わかめの窒素
安定同位体比による判別
設定した判別基準を用いると、鳴門産を

「鳴門産」と正しく判別する確率は100％、中
国・韓国産を「鳴門産以外」と正しく判別す
る確率は86％となります５）。
FAMICでは、この判別法を用いて、市販の

鳴門産乾わかめの表示の検査を行う予定です。

１）財務省貿易統計
２）農林水産省漁業・養殖業生産統計
３）諸橋ら. 2011. 日本水産学会誌 77, 243-245
４）高井. 2005. 日本生態学会誌 55, 269-285
５）Hiraoka et al. 2014. Fish Sci 80, 635-642

中国の産地
（大連）

韓国の産地
（珍島、莞島、器興）

鳴門産わかめの
生産地域

図１　鳴門産わかめの生産地域と
　　　中国と韓国のわかめの主な産地
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図３　乾わかめの窒素安定同位体比の
　　　ヒストグラム
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http://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/gyogyou_seisan_12/
http://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm
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ＦＡＭＩＣでは、原産地や品種、加工食品の原材料が正しく表示されているか等につい
て、科学的な検査を行っています。これから４回シリーズで、科学的検査の内容について
ご紹介します。第１回目は、ELISA分析の原理の概要です。

～分析の原理 その１～
ELISA（エライザ）分析

１．ELISA分析の目的
ELISA分析では、食肉中に含まれるたん

ぱく質から、どの肉種（牛、豚や鶏等の食
肉の種類）であるか判断できます。
ハンバーグや餃子等の加工食品には、

様々な肉種が原材料として使用されてお
り、原材料欄には「牛肉」「豚肉」「鶏肉」
等と表示されています。しかし、見た目や
味で、どの肉種が使用されているか判断す
ることは困難です。そこでＦＡＭＩＣで
は、ELISA分析を行うことで、この表示内
容が正しいかどうかを確かめています。

２．ELISA分析の原理
ELISA分析は、日本語では酵素免疫測定

法といい、「抗原抗体反応」と「酵素基質反
応」の２つの反応を組み合わせた分析方法
です。
抗原抗体反応は、生体の免疫機能におい

て、生体内に侵入した細菌や異種たんぱく
質（抗原）を、特異的に捕捉して無毒化す
るたんぱく質（抗体）との反応です。
一方、酵素基質反応は、酵素の働きによ

り物質の構造を変化させる反応です。
ELISA分析では、酵素によって無色の発色
物質を有色の発色物質に変化させます。

この２つの反応をどのように組み合わせ
て分析しているか、実際の手順に沿って示
していきます。

ELISA分析は、上の写真に示したプレー
トウェルと呼ばれる、多数のくぼみがつい
た平板の器具を用います。このプレートウ
ェルのくぼみに、試料や様々な試薬を入れ
ることにより、前述した抗原抗体反応と酵
素基質反応が起こります。

①プレートウェルの内
部を模式的に左の図に
表します。

プレートウェルには１
次抗体（  ）が吸着

しています。１次抗体は、特定のたんぱく
質（抗原）を特異的に捉える設計がされて
います。以下、豚由来のたんぱく質を特異
的に捉える豚抗体プレートウェルを例にお
話しします。

②食品から抽出したた
んぱく質を含む試料溶
液を、プレートウェル
に注入します。

豚由来のたんぱく質

肉 加工食品

プレートウェル

プレートウェル拡大図



結合し、１次抗体 （ ）＋抗 原（ ）＋
「２次抗体−ビオチン複合体  （  ）」のサ

食と農のサイエンス
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合、１次抗体と結合しプレートウェルに固
定されます。一方、豚由来ではないたんぱ
く質（ ）は１次抗体と結合できずに溶

液内に残留します。

③プレートウェルを洗
浄し、溶液を完全に取
り除きます。

１次抗体と結合でき
ず、プレートウェルに

固定されていない豚由来ではないたんぱく
質は除去されます。

④「２次抗体−ビオチ
ン複合体（ ）」溶液
を注入します。

２次抗体（ ）は、
１次抗体に結合したた

んぱく質（抗原）を抗体で挟み込むように

ンドイッチ構造を構築します。抗原が存在
しない場合、２次抗体はサンドイッチ構造
を作れず、溶液内に残留します。残留した
２次抗体は洗浄により除去されます。

⑤「アビジン−酵素複

に高い親和性を持っており、特異的かつ強
固に結合します。結合しなかった「アビジ
ン−酵素複合体」は洗浄により除去されま
す。
④と⑤のようにアビジンとビオチンの結合
という１段階を増やす事で、ELISA分析の

性能を向上させています。

⑥発色物質（ ）を
注入します。

酵素（ ）と発色物
質が酵素基質反応を起
こし、プレートウェル

内の溶液が着色します。試料溶液中に抗原
が存在しない、つまり酵素が存在しない場
合、反応が起きずプレートウェル内の溶液
の色は変わりません。

実際に豚抗体プレートウェルを使用した
結果が下の写真です。

食品中に含まれる豚由来たんぱく質とプレ
ート上の抗体が結合して、緑色に発色して
いることがわかります。

３．ELISA分析の利用

ＦＡＭＩＣでは、上図のように豚抗体、
鶏抗体及び牛抗体を固定化した３種類のプ
レートウェルを用いてELISA分析を行って
います。分析の結果から食品の原材料肉種
を特定し、原材料と表示内容に違いがない
か確認しています。

加工食品 試料

原材料食肉
豚 鶏 牛 羊

（抗原）（ ）が試料溶液中に存在する場

合体（ ）」溶液を注
入します。

ビオチン（ ）とア
ビジン（ ）は非常
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ＦＡＭＩＣの有害物質等分析調査統括チームでは、食品中に意図せず含まれる有害物質
の分析に取り組んでいます。これから４回シリーズで、これらの有害物質について紹介し
ます。第１回目は、食品の加工・調理工程で生じる「アクリルアミド」です。

～食品中の有害物質 その１～

１．食品中のアクリルアミドについて
アクリルアミドは、食品に含まれるアミ

ノ酸の一種である遊離アスパラギンと還元
糖（ぶどう糖や果糖など）が、120℃以上
の温度で加熱されることにより、生成しま
す。

人間が火を使って食品を調理するように
なってから、食品を食べるのと同時に、副
産物として微量に含まれているアクリルア
ミドも知らないうちにとり続けてきまし
た。2002年に初めて、スウェーデン政府が
イモ類の加工品にアクリルアミドが含まれ
ていることを発表しました。アクリルアミ
ドが含まれる食品は、フライドポテト（右
写真①）、ポテトチップス（右写真②）など
のじゃがいもを揚げた料理やスナック、ビ
スケット、クッキーなどの穀類を原材料と
する焼き菓子などであることが報告されて
います。
また、コーヒー豆、ほうじ茶葉、煎り麦

のように、高温で焙煎した食品にもアクリ
ルアミドが含まれることが報告されていま
す。そして、アクリルアミドはとても水に
溶けやすいため、抽出したコーヒー、ほう
じ茶、麦茶などの飲料にも含まれているこ

とが確認されています。さらに、市販の加
工食品だけではなく、手作りの焼き菓子、
トーストしたパンなど、家庭で調理する場
合にもアクリルアミドが生成する可能性が
あります。

国際がん研究機関は、動物実験の結果か
ら、アクリルアミドを「ヒトにおそらく発
がん性がある物質」と評価しています。Ｆ
ＡＯ／ＷＨＯ食品添加物専門家会議は、食
品を通じてアクリルアミドを長期間にわた
ってとり続けることにより、健康への悪影
響が生じる懸念があると結論し、食品中の
アクリルアミド濃度を低くするための適切
な努力を継続すべきであると勧告しました。
また、コーデックス委員会は、「食品中の

アクリルアミド低減に関する実施規範」を
策定し、加盟国がこの規範に従って食品中
のアクリルアミド低減に取り組むことを勧
告しました。

２．バランスの良い食事で低減
アクリルアミドは、未加熱の食品には含

まれていません。「焼く」、「揚げる」、「炒め

アスパラギン グルコース（ブドウ糖）

アクリルアミド

HO HO
＋

OH OH

OH OH

O

H

O

O

ONH2

NH2

NH2
H2C

① ②
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る」、「焙る」など高温での調理で生成しや
すく、「煮る」、「茹でる」などでは生成しに
くいことが知られています。
アクリルアミドを含む食品を食べる量を

減らせば、食品からの摂取を減らすことは
可能です。しかし、アクリルアミドを含む
食品は、私たちの身の回りに数多く存在
し、それらの食品から多くの必要な栄養を
摂取しています。アクリルアミドを気にす
るあまり栄養バランスが崩れるようなこと
があってはいけません。揚げ物や脂質の多
い食品の摂取を控え、偏った食生活になら
ないように、野菜や果物を多く含む食品を
バランス良く食べることは、アクリルアミ
ドの低減に有効です。
農林水産省のホームページにはアクリル

アミドに関する情報が掲載されています。
また、食品中のアクリルアミドを低減する
ための、事業者の自主的な取組を支援する
指針を策定・公表しています※。
※農林水産省アクリルアミドに関する情報

３．アクリルアミドの分析
食品中のアクリルア

ミドは、左図の手順で
定量分析できます。
分析用試料とする食

品を、フードプロセッ
サーやホモジナイザー
で均質化し、水や有機
溶媒で抽出します。抽
出液から妨害成分を取
り除き、ガスクロマト
グラフ質量分析計（Ｇ
Ｃ/ＭＳ）で測定しま
す。

４．食品中の有害物質に対するＦＡＭＩＣ
の取組について
食品中には、残留農薬、残留動物用医薬

品及び食品添加物などの化学物質が、意図
的に使用された結果含まれている他、重金
属やダイオキシン類などの環境汚染物質
や、かび毒、特定の動植物に天然に含まれ
る自然毒及び食品の加工・調理の工程で生
じる物質などが、意図せずに含まれていま
す。世界では、これら非意図的に食品に含
まれる物質の対策が、政府の重要な役割で
あると認識されています。
農林水産省は、食品中の有害化学物質が

健康に悪影響を及ぼす可能性がどの程度あ
るか（リスク）を事前に把握し、その問題
の発生を未然に防ぐ「リスク管理」を行っ
ています。そのため、優先的にリスク管理
を行うべき有害化学物質のリストを公表
し、計画的に実態調査を進めており、アク
リルアミドもその中に含まれています。
ＦＡＭＩＣの有害物質等分析調査統括チ

ームは、リストに含まれる有害物質につい
て、農林水産省の調査に協力し、分析を行
っています。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/acryl_amide/index.html

食　品

均質化

抽　出

精　製

誘導体化

GC/MS測定

＜ガスクロマトグラフ質量分析計＞

http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/acryl_amide/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_manage/index.html
http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/chemical.html
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飼料安全法は、「飼料の品質改善に関する法律」として制定された後、畜産の発展に伴
って「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に改正され、今日に至っていま
す。今回は、法制定から飼料の安全確保に関する改正に至るまでの経緯をご紹介します。

～飼料と飼料安全法の歴史 その１～

──「飼料の品質改善に関する法律」が
できるまで──

～粗悪飼料の横行～
終戦後は物不足により生活必需物資の配

給が行われており、飼料についても配給統
制がしかれていましたが、食糧事情の悪化
により、飼料の配給は極めて少ない状況と
なっていました。
その後、戦後の復興が進むにつれて、食

糧事情が好転し、昭和26年には飼料の配給
統制が廃止されました。しかし、飼料不足
は解消されていなかったため、原料の内容
が不明確な配合飼料※１や品質のよくない
魚粉等の悪質な飼料が出回っていました。
畜産農家の飼料に対する不信感は強く、飼
料の取引に関して公正さを欠く状況となっ
ていました。

～法律の制定～
昭和29年に、以下の目的のため、「飼料の

品質改善に関する法律」が施行されました。

・飼料の登録、検査を行うことによって
その品質を保全し、飼料の公正な取引
を確保する

・家畜（牛、豚等）、家きん（鶏、うずら
等）の飼養管理の合理化に寄与する

この法律の適用対象は「飼料」であり、
ここでいう飼料とは、流通量が多く、流通
の過程で栄養成分の品質の識別が困難なも
の（魚粉、油かす等）に限定されていまし

た。制度の内容は以下のとおりです。
●指定した飼料の製造・輸入業者の届出制度
●栄養成分等の保証、表示に関する登録制度
●栄養成分量の過不足や異物（栄養成分を
含まない等、飼料としての価値のないも
の）の混入を取り締まる立入検査制度

また、同法は昭和31年に、飼料の品質を
改善するため、飼料の公定規格※２を設定
し、これに適合する飼料を登録する制度に
改められました。

──�「飼料の品質改善に関する法律」から
「飼料の安全性の確保及び品質の改善

に関する法律」へ──
～畜産の発展～
昭和30年代後半から約10年の高度経済

成長による国民の所得の向上にともなっ
て、食生活の洋風化が進み、畜産物の消費
が急速に増加しました。これに対応して、
家畜の飼養技術が著しく向上して、家畜の
多頭飼育や畜産業の専業化が急速に進行し
ました。
これらの畜産の発展

に伴って、より効率的
に家畜を生産するた
め、飼料はとうもろこ
し等の輸入飼料穀類をベースとして、ビタ
ミンやミネラル等の飼料添加物を添加した
配合飼料に転換されていきました。そして
昭和40年代に、ＰＣＢが混入した油かすに

※１　配合飼料とは？
とうもろこし、大豆油かすや米ぬかなどを
粉にして混ぜ合わせたもの

※２　公定規格とは？
家畜の種類別、発育の段階別に、たんぱく
質などの栄養成分量の規格を定めたもの
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よる鶏の大量死事故、た
んぱく質の量を偽装する
ため高窒素化合物を混入
させた魚粉による鶏の盲
目症の発生等、飼料の使用に起因する家畜
の健康被害が発生しました。
「飼料の品質改善に関する法律」は、飼料
の栄養成分等の品質改善に一定の役割を果
たしてきました。しかし、飼料の使用によ
って家畜の健康被害が生じたり、飼料添加
物が適正に使用されなかった時の対応につ
いて定めがなく、法律に基づいて飼料の販
売禁止等の措置を講じることができません
でした。

～法律の改正～
昭和50年に、飼料に起因する安全上の問

題に対応するため、「飼料の品質改善に関す
る法律」は「飼料の安全性の確保及び品質
の改善に関する法律」に改正されました。
この改正における安全確保に関する主な内
容は以下のとおりです。
①　飼料等の定義の拡大

従来、法の適用対象である「飼料」は、
農林大臣が指定した物のみに限定されて
いました。しかし改正法では「飼料とは、
家畜等の栄養に供することを目的として
使用される物」と定義され、法の適用対
象が拡大されました。また、飼料添加物
が規制対象に加えられました。

②　飼料等の製造の方法等の基準及び成分
の規格に関する制度の新設
飼料の使用が原因となって有害畜産

物※３が生産されることを防止すること、

または、家畜等に被害が生じることによ

り畜産物の生産が阻害されることを防止
するため、以下の制度を規定しました。

●飼料及び飼料添加物の製造方法、使用方
法、保存方法、表示について基準を定め、
飼料及び飼料添加物の成分について規格
を定めることができる

●基準に合わない方法による製造等や規格
に合わない飼料等の製造、輸入、販売が
禁止できる

●「抗生物質」や「アフラトキシンを含む恐
れのある落花生油かす」は、基準規格に
適合していることについて事前に検査を
受け、これに合格したことを示す合格証
が付されたものでなければ販売できない

③　有害な物質を含む、又はその疑いのあ
る飼料等の販売に関する制度の新設
有害物質が混入した疑いのある飼料等

や、家畜に給与した場合に有害かどうか
が分からない飼料等の使用が原因となっ
て、有害畜産物が生産されたり、家畜の
健康被害が発生したりすることを防止す
るため、当該飼料等の販売を禁止するこ
とができることとされました。

④　規格に違反する飼料等の廃棄・回収
②の基準規格に違反する飼料等や③に

該当する飼料等について、廃棄・回収を
命令することができることとされました。

⑤　飼料製造管理者の設置を義務づける制
度の新設
②において製造基準が定められた飼料

等のうち、特別の注意を払って製造する
必要がある事業者は、飼料製造管理者を
設置することが義務づけられました。

次回は、昭和50年から現在までの改正内
容をご紹介します。

参考文献：畜産行政史−戦後半世紀の歩み−
　　　　　（社団法人中央畜産会編）

　　　　　飼料安全法の解説
　　　　　（飼料安全研究会編）

※３　有害畜産物とは？
家畜等の肉、乳その他の食品となる畜水産
物で人の健康を損なうおそれのあるもの
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＜最新号について＞
・目次をクリックすると、その記事が単体
で読めるようになりました。欲しい記事
だけを保存する際も便利です。

・閲覧の際、PDF版、FLASH版及びEPUB
版のどの形式を選ぶのがよいかの目安に
なるよう、説明を追加しました。

・良い記事があった場合や記事に対するご
意見・ご要望がある場合、気軽に投稿で
きるようになりました。

＜バックナンバーについて＞
・過去２年分の広報誌を表紙の写真付きで
掲載しています。主な記事名を掲載し、
探しやすくなりました。

今後とも、読者の皆様のご意見をお聞き
しながら、利便性の向上等に取組んでいき
ますので、よろしくお願いします。

ＦＡＭＩＣは、ホームページに電子版広報誌を掲載しています。本年４月にホームペー
ジのトップのデザインを変更したのに併せて、より使いやすくなるよう、電子版広報誌の
掲載ページのデザイン等もリニューアルしました。今回は、そのポイントを紹介します。

こ
こ
を
ク
リ
ッ
ク

〈最新号の表紙〉

〈全体版を見る〉 PDF版、 Flash版、 EPUB版はこちら

〈アンケートに回答〉
興味深い記事がありましたら、 ご投票ください

〈目次から見る〉
気になった記事がすぐに
読めるようになりました

〈バックナンバーを読む〉
見やすくなりました。
２年分を掲載しています。

電子版広報誌が利用しやすくなりました

http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/index.html
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異性化液糖は、ぶどう糖と果
糖を主成分とする液状の糖で
す。原料は、とうもろこし、じ

ゃがいも又はさつまいも等のでん粉です。
主に食品メーカーが加工食品の原料として
使用し、消費者がスーパー等で直接目にす
る機会はほとんどありません。
異性化液糖は、低温下において甘味度が

増し、清涼度が強くなるという特性から、
清涼飲料や冷菓等に多く利用されていま
す。また、砂糖の代替としてパンや調味料
等にも幅広く使用されています。
異性化液糖を作るためには、３種類の酵

素反応を必要とします（下図製造例参照）。
１番目に、でん粉（多数のぶどう糖が結

合してできた多糖類）に、水と液化酵素を
加えて、ある程度小さく分解します。
２番目に、糖化酵素を加えて、さらに小

さくぶどう糖にまで分解します。
３番目に、異性化※酵素を加えて、ぶどう

糖の一部を果糖に変えます。その後、精製・
濃縮し、果糖分約42％の異性化液糖を作り
ます。さらに、混合物から特定の成分を分離

する機械を用いて、果糖分約92％の異性化液
糖を作り、42％のものと混ぜ合わせて55％
のものを作ります。果糖分約55％の異性化液
糖は、砂糖と同程度の甘さを持っています。

異性化液糖は、果糖の含まれる割合によ
って、次の３種類に分けられます。

異性化液糖は様々な食品に使用されてい
ます。その場合、加工食品の原材料欄に、
ぶどう糖果糖液糖や果糖ぶどう糖液糖等と
表示しますが、それらを総称した名前とし
て異性化液糖と表示することもあります。

※ここでいう異性化とは？
ぶどう糖を果糖に変える反応のことです。
ぶどう糖と果糖は、異性体の関係にあります。異
性体とは、同じ種類・同じ数の原子（C6H12Ｏ6）
を持ちますが、構造が違う物質のことです。

■ぶどう糖果糖液糖
　果糖含有率：50％未満
■果糖ぶどう糖液糖
　果糖含有率：50％以上～90％未満
■高果糖液糖
　果糖含有率：90％以上

表示の 異性化液糖について

清涼飲料の表示を見ると、原材料のところに「異性化液糖」と
書かれている商品をよく見かけますが、異性化液糖とはどういう
ものですか？

精
製
で
ん
粉

ぶ
ど
う
糖
液

果
糖
：
約
92
％

果
糖
：
約
55
％

果
糖
：
約
42
％

ぶ
ど
う
糖
果
糖
液
糖

果
糖
ぶ
ど
う
糖
液
糖

液化 糖化 分離精製・濃縮 異性化 精製・濃縮

酵
素
反
応

α-

ア
ミ
ラ
ー
ゼ

酵
素
反
応

グ
ル
コ
ア
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ラ
ー
ゼ

酵
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ソ
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〈図：異性化液糖の製造例〉

Ｑ

Ａ

http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/back_number/data37/p13raberu.pdf
http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/back_number/data37/p13raberu.pdf
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【こんな作物】
とうもろこしは、小麦や米と並んで世界三

大穀物の一つといわれ、食料や飼料としての
利用のほかに、近年はバイオエタノール※１

や、バイオマスプラスチック※２の原料として
注目が集まっており、生産が拡大しています。
とうもろこしはイネ科の１年草です。ほか

のイネ科作物と違って野生のとうもろこしが
見つかっていないため、起源や原産地がはっ
きりしていませんが、中南米付近が原産地で
ないかと考えられています。
栽培の歴史は古く、紀元前にはすでに栽培

が行われていたようですが、世界各地に広ま
ったのはコロンブスが新大陸に到達した15
世紀以降といわれています。日本へは16世紀
に伝来しましたが、本格的に栽培されるよう
になったのは、明治時代にアメリカから北海
道に新しい品種が導入されてからのようです。
【主な区分】
とうもろこしは収穫する時期等で３つに

区分されます。
１　野菜
未成熟の状態で収穫して実を食します。一

般的にスーパーなどの小売店で売られ、私た
ちになじみ深いものは、甘味種（スイート種）
と呼ばれる、甘みが強い品種です。また、ベ
ビーコーンやヤングコーンと呼ばれているの
は、甘味種の実が大きくなる前に摘み取った
ものです。
２　穀物
成熟後に収穫して、実を利用します。でん

粉（コーンスターチなど）や飼料等の原料に
なっています。
３　飼料・肥料作物
茎や葉が付いたままの状態で収穫（青刈

り）し、家畜の飼料としてすべて使用します。
収穫しないで土壌にすき込む場合は、肥料と
して区分されます。

【表示とＦＡＭＩＣ】
現在までに数多くの品種が開発されてき

ました。近年は遺伝子組換え技術を使った品
種の栽培が、世界的に増加しています。日本
では、遺伝子組換えされた農産物やそれを原
料として製造された加工品は、ＪＡＳ法や食
品衛生法によって、遺伝子組換えである旨等
を表示しなければなりません。
また、とうもろこしは異性化液糖に加工さ

れ、飲料等に利用されています。りんごジュ
ースなどについて、異性化液糖の表示がない
場合、実際に使用されていないかどうかを判
別するために、ＦＡＭＩＣでは安定同位体比
分析による原材料の確認を行っています。
【主な産地】
国内で、とうもろこし（これ以降は、野菜

としての未成熟とうもろこしについて記述し
ます。）の収穫量が最も多いのは12万１千
300トン（出典：農林水産省、平成24年産野
菜生産出荷統計）の北海道で、全国（25万５
千300トン）の約半分を占めています。次が
千葉県、茨城県となっています。

一方、輸入は、生鮮・冷蔵品が国内産の端
境期にアメリカ（５月～６月）から８トン、

北海道
121,300
北海道
121,300

千葉県
17,800
千葉県
17,800

茨城県 14,200

群馬県 10,300

長野県 10,300

その他
81,400
その他
81,400

資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」

全国計
255,300
単位：トン

全国計
255,300
単位：トン

平成24年産 スイートコーンの収穫量

※　農林水産統計では野菜としてのとうもろこし
は、スイートコーンと記載しています。

旬の
やさい とうもろこし

http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/panel/pdf/hyouji1-15.pdf
http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/panel/pdf/hyouji1-15.pdf
http://www.famic.go.jp/public_relations_magazine/kouhoushi/back_number/data37/p14corn.pdf
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/kijun_03.pdf
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/kijun_03.pdf
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中国・インド（10月～12月）から３トンと少
量輸入されていますが、冷凍及び調製品（砂
糖などを加えたものなど）は10万２千トンが
アメリカ、タイなどから輸入されています（出
典：財務省、平成25年貿易統計）。
【選び方】
とうもろこしは鮮度が落ちやすい野菜な

ので、なるべく採れたてを選ぶのがポイント
です。そのため、皮付きのもので、外皮の緑
色が鮮やかなものを選びましょう。外皮の色
が薄くなっている場合は、収穫してから時間
が経過している可能性があります。また、頭
部にある褐色のひげ※３は、色が濃く、多いも
のを選ぶとよいです。これはひげの数は粒
（実）の数と同じだからです。なお、ひげや皮
を取ってしまうと鮮度が落ちるので、調理直
前まで取らないでおきましょう。
【保存方法】
生で保存することはお勧めできません（時

間の経過と共に糖分が減少します）。
そのため、茹でたり蒸したりしてからラッ

プで包んで冷蔵・冷凍します。ポイントは、
熱いうちにラップで包むことです（冷めてか
らでは粒がシワになってしまいます）。
【栄養と機能性】
とうもろこしは、炭水化物や脂質、たんぱ

く質を含む栄養価が高い食材です。とうもろ
こしに含まれている脂質は、リノール酸やオ
レイン酸で悪玉コレステロールを減らす作用
があるといわれています。また、ナトリウム
の排泄に関わるカリウムや、整腸作用をもつ
食物繊維を含んでいます。さらに、疲労回復

に効果があるといわれるビタミンＢ１、Ｂ２、
アスパラギン酸も含まれていることから、旬
のこの時期にたくさん食べて、夏を乗り切り
たいものです。
【調理のポイント】
一般的に、とうもろこしは加熱（茹でる・

蒸す等）して食しますが、上手に調理するポ
イントは塩を最後に加えることです。加熱調
理した後に塩水の中に浸しますと、塩味が付
き、冷めても粒がシワになるのを防いでくれ
ます。

※１ 　バイオマスを原料として製造されるため、燃
焼しても大気中のCO2を増加させない特徴を
もった燃料

※２ 　バイオマスを原料として製造されたプラス
チックで、微生物により分解される

バイオマスとは
　生物資源の量を表すもので「再生可能
な、生物由来の有機性資源で化石資源を
除いたもの」と定義されています。具体
的には動植物や食品廃棄物、間伐材、農
作物残さなどがあります

※３　ひげと一般的に呼ばれているが、雌しべのこと

～2014年春号（No.36）の誤記についてのお詫びと訂正～
　2014年春号（No.36）に誤記がございました。訂正箇所は以下のとおりですので、お詫びして
訂正いたします。
　　【５ページ　参考文書４）食品安全委員会】
　　　　（誤）かび毒評価書（2010年10月）➡（正）かび毒評価書（2010年11月）
　　【７ページ　＊参考文献：厚生労働省】
　　　　（誤）食安発第1192002号 ➡（正）食安発第1129002号

http://www.customs.go.jp/toukei/info/


＊＊＊＊＊＊＊お願い＊＊＊＊＊＊＊
本誌のお届け先に変更がございましたら、お手数ですが、
下記連絡先（ＦＡＭＩＣ広報室）までお知らせください。

この印刷物は大豆油にかわり米ぬか油を
使用し、地球温暖化ガスの発生を低くし
たライスインキで印刷しています。

（編集・発行）　独立行政法人　農林水産消費安全技術センター（FAMIC）広報室
〒330-9731 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1　さいたま新都心合同庁舎 検査棟

TEL 050-3797-1829　　FAX 048-600-2377
E-mail koho@famic.go.jp

◎転載について
本誌の内容を転載する際には、FAMIC広報室までご一
報ください。

電話受付時間（土･日･祝日を除く）
　　　　（午前）９時～12時
　　　　（午後）１時～５時

食品表示などのご相談は
次の電話をご利用ください

■本部

　■横浜事務所

■札幌センター

■仙台センター

■名古屋センター

■神戸センター

■福岡センター

電話 050-3481-6013

電話 050-3481-6024

電話 050-3481-6021

電話 050-3481-6022

電話 050-3481-6025

電話 050-3481-6026

電話 050-3481-6027

◎新「大きな目・小さな目」は、国の施策の
うごきなどのマクロな視点と、FAMICの検査・分析技術を
通じたミクロな視点から、農業生産資材及び食品の安全
等に関わる情報をわかりやすくお伝えする広報誌です。

FAMICでは、事業者の皆様から食品表示などに関す
る様々なご相談を受け付けています。お気軽にご利用
ください。

ファミック

表紙について

ごまの花です。
　ごまはゴマ科ゴマ属の１年草で、アフリカ大
陸が原産地といわれていますが、インドが原
産地とする説もあります。紀元前から栽培され
ていたとの記録もあり、食用以外に薬用とし
ても利用されていたようです。日本へは中国を経て渡来したと考えら
れ、食用だけでなく灯り取り用としても利用されていました。ちなみに、
ごまと同様に食用油などに利用され、名前が似ている「えごま」はゴ
マ科ではなく、シソ科の１年草です。
　夏になると、ラッパの形をした花が、葉と茎の付け根のところに開
花し、茎が伸長するにつれて次々と下から上の方に咲いていきます。
なお、ごまは外皮の色（白、黒、黄）によって白ごま、黒ごま、金ご
まに区分されます。花の色はごまの種類によって違い、白ごまは白色で、
黒ごま・金ごまはピンク色（薄紫色）をしています。
　受精後は小さいオクラのような莢（さや）をつけます（上写真）。莢
の中は４つに分かれていて、種子（ごま）が80～100粒程度、規則
正しく収まっています。種子が成熟してくると、莢は縦に開いて種子を
外へ飛び出させ、子孫を広げようとします。そのため、最初に莢をつ
けたところがはじける前に刈取（収穫）作業が行われます。
　最盛期の昭和30年（1955年）には、全国で約６千400トンの収穫
量（出典：農林省統計表）がありましたが、社会情勢の変化等により
減少し、現在は需要量のほとんどを輸入に頼っているのが現状です。
国内における収穫量（出典：農林水産省「平成19年産　特産農産物
生産実績調査」）は96トンで、その約８割（74トン）が鹿児島県産です。
なお、そのうち、奄美諸島に位置する喜界町『喜界島』で、大半が
収穫されています。一方、輸入量（出典：財務省「貿易統計」）は
22カ国から採油用として14万２千トン（平成25年１月～ 12月）あり、
主な輸入先国はナイジェリア、ブルキナファソなどのアフリカ諸国です。
　なお、世界の生産量は400万トン（2012年　国際連合食糧農業機
関統計）を超えており、主要な生産国は、ミャンマー、インド、中国
などです。

（表紙及び解説資料提供：「草花写真館」
http://kusabanaph.web.fc2.com/）

　F A M I C 農薬検査部では、年１回、施設の一般公開を行い、農薬や農薬の安全性検査に
ついて身近に感じていただける機会を設けています。

日　　　時：平成26年７月27日（日）　10：00～16：00
場　　　所：独立行政法人農林水産消費安全技術センター
　　　　　　農薬検査部
　　　　　　（東京都小平市鈴木町２丁目772番地）
最　寄　駅：西武新宿線　花小金井駅
　　　　　　ＪＲ中央線　武蔵小金井駅
お問合せ先：農薬検査部　業務調査課
　　　　　　TEL：050-3797-1865

農薬検査部の一般公開を行います

〈昨年度の一般公開の様子〉

http://kusabanaph.web.fc2.com/
http://www.famic.go.jp/area_information/index.html#nouyaku
http://www.acis.famic.go.jp/acis/ippankoukai.htm
http://www.library.maff.go.jp/GAZO/50020597.html
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tokusan_nousaku/index.html
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tokusan_nousaku/index.html
http://www.customs.go.jp/toukei/info/



